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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検出電流が流れる被検出体と、前記被検出電流を検出する磁電変換部とを備える電流
センサ装置であって、
　前記磁電変換部は、少なくとも２つの磁電変換素子からなり、
　前記被検出体は、断面積が互いに異なる複数の領域によって区画された１本の板状の導
電部材からなり、
　前記磁電変換素子は、前記被検出電流が流れることに起因して生じる同一方向の磁気ベ
クトルを、各素子ごとに異なる大きさで検出するように複数の前記領域の上方に前記各領
域との対向距離が等しい位置であり、前記各領域における前記被検出体の幅方向の中央に
位置決めされており、
　各前記磁電変換素子の出力の差分値に基づいて、前記被検出電流を検出することを特徴
とする電流センサ装置。
【請求項２】
　前記磁電変換素子は、ホール素子または磁気抵抗効果素子であることを特徴とする請求
項１に記載の電流センサ装置。
【請求項３】
　前記磁電変換素子は、同一の基板にそれぞれ形成されていることを特徴とする請求項１
または２に記載の電流センサ装置。
【請求項４】
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　前記磁電変換素子は、同一の基板にそれぞれ実装されていることを特徴とする請求項１
または２に記載の電流センサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検出電流の流れる被検出体と、被検出電流を検出する磁電変換部とを備え
る電流センサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１に示されるように、被検出電流の流れる被検出体と、被検出電
流を検出する磁電変換部とを備える電流センサ装置が知られている。
【０００３】
　特許文献１に示される電流センサ装置は、磁気センサ（磁電変換部）の上面に、磁束を
収束する軟磁性材料の磁気収束板を載置するととともに、上面の磁気収束板の両端部に対
応する位置にホール素子（磁電変換素子）を配置してなるものである。
【０００４】
　この構成において、測定用導体（被検出体）に電流（被検出電流）が流れると、電流に
より生じる磁界の磁束が磁気収束板により収束されて、磁気収束板の端部（すなわちホー
ル素子の領域）では、電流による磁束の垂直方向成分が生じる。この垂直方向成分は、そ
れぞれのホール素子の領域において逆向きであり、各素子からの出力の差分をとることに
より、電流値に比例した電圧信号を得つつ、外乱磁界の影響をキャンセルするようにして
いる。
【特許文献１】特開平８－２６２０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示される電流センサ装置の場合、磁気収束板の構成材料と
して、磁気ヒステリシスの少ないパーマロイ等の軟磁性材料を使用しなければならないた
め、コストが増加するという問題がある。
【０００６】
　また、磁気ヒステリシスを完全にゼロにすることは困難であり、少ないヒステリシスで
あっても、低電流検出においては大きな誤差出力となる。
【０００７】
　本発明は上記問題点に鑑み、コストを低減でき、且つ、誤差出力を低減することができ
る電流センサ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する為に請求項１記載の発明は、被検出電流が流れる被検出体と、被検
出電流を検出する磁電変換部とを備える電流センサ装置であって、磁電変換部は、少なく
とも２つの磁電変換素子からなり、被検出体は、断面積が互いに異なる複数の領域によっ
て区画された１本の板状の導電部材からなり、磁電変換素子は、被検出電流が流れること
に起因して生じる同一方向の磁気ベクトルを、各素子ごとに異なる大きさで検出するよう
に複数の領域の上方に各領域との対向距離が等しい位置であり、各領域における被検出体
の幅方向の中央に位置決めされており、各磁電変換素子の出力の差分値に基づいて、被検
出電流を検出することを特徴とする。
【０００９】
　このように本発明によると、従来のように磁気収束板を必要としないので、コストを低
減することができる。また、少なくとも２つの磁電変換素子の出力の差分をとることで、
外乱磁場の影響をキャンセルすることができる。すなわち、誤差出力を従来よりも低減す
ることができる。
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　また被検出体は、断面積が互いに異なる複数の領域に区画された１本の板状の導電部材
であり、１つの磁電変換素子を１つの領域に対応付けて位置決めした構成である。これに
よって導電部材が１本で良いので電流センサ装置の構成を簡素化することができる。また
複数の領域を断面積が互いに異なる構成とすることで、互いに電流密度が異なる構成とす
ることができる。
【００１０】
　請求項２に記載のように、磁電変換素子としては、ホール素子または磁気抵抗効果素子
を採用することができる。また請求項３に記載のように、磁電変換素子が、同一の基板に
それぞれ形成された構成を採用しても良いし、請求項４に記載のように、同一の基板にそ
れぞれ実装された構成を採用しても良い。前者のほうが簡素な構成（部品点数が少ない）
であり、電流センサ装置の体格を小型化しやすい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る電流センサユニットの概略構成を示す図であり
、（ａ）は断面図、（ｂ）は磁電変換素子側から見た平面図である。図１（ｂ）において
は、便宜上、基板を省略して図示している。
【００１６】
　図１に示すように、電流センサユニット１００は、導電部材１１０と電流センサ１２０
を含む。尚、電流センサユニット１００が特許請求の範囲に示す電流センサ装置に、導電
部材１１０が特許請求の範囲に示す被検出体に、電流センサ１２０が特許請求の範囲に示
す磁電変換部に相当する。
【００１７】
　導電部材１１０は、導電性材料からなり、被検出電流が流れる部材（例えば車両のバッ
テリに接続された電源供給用、或いは、アース接続用のバスバ）である。本実施形態に係
る導電部材１１０は、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、電流密度によって複数の領域１
１０ａ，１１０ｂに区画された１本の棒状（板状）部材として構成されている。また、図
１（ｂ）に示す符号１１０ａに示す領域が、断面積の小さい（幅の狭い）領域であり、符
号１１０ｂに示す領域が、領域１１０ａよりも断面積の大きい（幅の広い）領域である。
すなわち、被検出電流が流れた際の電流密度は、領域１１０ａが領域１１０ｂよりも大き
くなるように構成されている。
【００１８】
　このように、１本の導電部材１１０において、電流密度の異なる複数の領域１１０ａ，
１１０ｂを構成するには、導電部材１１０の構成材料を部分的に異なるものとすることに
よっても可能である。
【００１９】
　電流センサ１２０は、導電部材１１０に流れる被検出電流によって生じる磁界の磁束を
検出し、電流値に比例した信号を出力する磁電変換素子を少なくとも２つ含むものである
。本実施形態においては、磁電変換素子として同一構成の２つのホール素子１２１，１２
２を採用しており、各ホール素子１２１，１２２の形成されたチップが処理回路等の形成
されたプリント基板１２３上に実装されて、電流センサ１２０が構成されている。
【００２０】
　尚、磁電変換素子としては、ホール素子１２１，１２２に限定されるものではなく、そ
れ以外にも例えば磁気抵抗効果素子を採用することができる。
【００２１】
　そして、図１（ａ）に示すように、電流センサ１２０を構成するプリント基板１２３の
ホール素子実装面の裏面側に離間して、導電部材１１０を略平行に配置した状態で、図１
（ｂ）に示すように、一方のホール素子１２１が電流密度の大きい領域１１０ａの上方に
配置され、他方のホール素子１２２が電流密度の小さい領域１１０ｂ上に配置されるよう
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に、各要素（導電部材１１０及び電流センサ１２０）が構成され、位置決め配置されてい
る。尚、本実施形態においては、上記位置決め状態で、導電部材１１０の領域１１１とホ
ール素子１２１との対向距離と、導電部材１１０の領域１１２とホール素子１２２との対
向距離が、略等しい状態となっている。
【００２２】
　このように構成される電流センサユニット１００において、導電部材１１０に被検出電
流が例えば図１（ａ），（ｂ）に一点鎖線で示す矢印方向に流れると、図１（ｂ）に示す
ように、プリント基板１２３に平行で、且つ、同一方向の磁気ベクトル（図１（ｂ）中の
実線矢印）が各ホール素子１２１，１２２に付与される。各磁気ベクトルの大きさは、導
電部材１００の各領域１１０ａ，１１０ｂの断面積に応じて異なっており、各ホール素子
１２１，１２２の出力電圧の差分をとる（減算する）ことにより、導電部材１１０に流れ
る被検出電流を検出することができる。
【００２３】
　このように本実施形態に係る電流センサユニット１００によると、従来のように磁気収
束板を必要としないので、コストを低減することができる。また、差分をとるので、各ホ
ール素子１２１，１２２に作用する同一方向で同じ大きさを有する外乱磁界の影響がキャ
ンセル（相殺）され、外乱磁界による誤差出力を従来よりも低減することができる。すな
わち、導電部材１１０に被検出電流が流れることに起因した磁界成分を精度良く検出する
ことができる。
【００２４】
　また、被検出体としての導電部材１１０を１本のみ用いるので、構成を簡素化すること
ができる。
【００２５】
　尚、本実施形態においては、ホール素子１２１，１２２を有する各チップが、プリント
基板１２３に実装される例を示した。しかしながら、図２に示すように、ホール素子１２
１，１２２が、同一の半導体基板１２４に集積化された構成を採用することもできる。こ
の場合、各チップをプリント基板１２３に実装してなる構成に比べて簡素である（部品点
数が少ない）ので、ユニット１００の体格を小型化しやすい。また、集積化した構成の場
合、プリント基板１２３を有さない構成とすることもできる。
【００２６】
　また、本実施形態においては、導電部材１１０がプリント基板１２３の裏面側に、離間
して配置される例を示した。しかしながら、ホール素子実装面側に配置した構成を採用す
ることもできる。また、プリント基板１２３の裏面に対して接触配置した構成を採用する
こともできる。ただし、接触配置させる場合には、プリント基板１２３に形成された回路
部及び実装された電子部品と導電部材１１０との電気的な絶縁状態を確保する必要がある
。
【００２７】
　また、プリント基板１２３上にホール素子１２１，１２２を実装（ホール素子１２１，
１２２を有する半導体基板１２４を実装）する構成においては、図２に示すように、実装
面の裏面に配線部１２５を形成し、この配線部１２５を導電部材１１０の少なくとも一部
とした構成を採用することもできる。図２は、変形例を示す断面図である。
【００２８】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を、図３に基づいて説明する。図３は、本実施形態に係
る電流センサユニット１００の概略構成を示す断面図である。
【００２９】
　第２の実施形態に係る電流センサユニット１００は、第１の実施形態によるものと共通
するところが多いので、以下、共通部分については詳しい説明は省略し、異なる部分を重
点的に説明する。
【００３０】
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　本実施形態おいて、導電部材１１０は、第１の実施形態に示した態様のものとは異なり
、電流密度に偏りがない構成となっている。そして、図３に示すように、ホール素子１２
１，１２２と導電部材１１０との対向距離が、各素子１２１，１２２ごとに異なるように
、導電部材１１０に対して各ホール素子１２１，１２２を位置決めした構成となっている
。それ以外の構成については第１の実施形態と同様である。尚、図３に示すように、導電
部材１１０をプリント基板１２３の裏面に接触配置させているが、この態様に限定される
ものではない。
【００３１】
　このように構成される電流センサユニット１００において、導電部材１１０に被検出電
流が例えば図３に示す方向（紙面奥から手前）に流れると、図３に示すように、プリント
基板１２３に平行で、且つ、同一方向の磁気ベクトル（図３中の実線矢印）が各ホール素
子１２１，１２２に付与される。このとき、各磁気ベクトルの大きさは、導電部材１１０
との距離に応じて異なっているので、各ホール素子１２１，１２２の出力電圧の差分をと
る（減算する）ことにより、導電部材１１０に流れる被検出電流を検出することができる
。
【００３２】
　このように、本実施形態に係る電流センサユニット１００によっても、磁気収束板を必
要としないので、コストを低減することができる。また、差分をとるので、外乱磁界によ
る誤差出力を従来よりも低減することができる。すなわち、導電部材１１０に被検出電流
が流れることに起因した磁界成分を精度良く検出することができる。
【００３３】
　また、被検出体としての導電部材１１０を１本のみ用い、第１の実施形態に示すように
導電部材１１０に断面積の異なる領域１１０ａ，１１０ｂを設けなくとも良いので、構成
をより簡素化することができる。
【００３４】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を、図４に基づいて説明する。図４は、本実施形態に係
る電流センサユニット１００の概略構成を示す断面図である。
【００３５】
　第３の実施形態に係る電流センサユニット１００は、第１，２の実施形態によるものと
共通するところが多いので、以下、共通部分については詳しい説明は省略し、異なる部分
を重点的に説明する。
【００３６】
　本実施形態においては、複数本の導電部材を被検出体として採用し、磁電変換素子と導
電部材との対向距離、及び、導電部材の電流密度のいずれか一方を調整することで、磁電
変換素子が同一方向の磁気ベクトルを、異なる大きさで検出するよう構成した点を特徴と
する。
【００３７】
　具体的には、図４に示すように、プリント基板１２３のホール素子実装面の裏面側に、
同一の構成材料からなり、同一方向に被検出電流が流れる２本の導電部材１１１，１１２
が位置決め配置されている。そして、この位置決め状態で、断面積の大きい導電部材１１
１の上方に一方のホール素子１２１が配置され、導電部材１１１よりも断面積の小さい導
電部材１１２の上方に他方のホール素子１２２が配置されており、導電部材１１１とホー
ル素子１２１との対向距離と、導電部材１１２とホール素子１２２との対向距離が略等し
い状態となっている。
【００３８】
　このように構成される電流センサユニット１００において、導電部材１１１，１１２に
被検出電流が例えば図４に示す方向（紙面奥から手前）に流れると、図４に示すように、
プリント基板１２３に平行で、且つ、同一方向の磁気ベクトル（図４中の実線矢印）が各
ホール素子１２１，１２２に付与される。このとき、各磁気ベクトルの大きさは、導電部
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材１１１，１１２の断面積に応じて異なっているので、各ホール素子１２１，１２２の出
力電圧の差分をとる（減算する）ことにより、導電部材１１１，１１２に流れる被検出電
流を検出することができる。
【００３９】
　このように、本実施形態に係る電流センサユニット１００によっても、磁気収束板を必
要としないので、コストを低減することができる。また、差分をとるので、外乱磁界によ
る誤差出力を従来よりも低減することができる。すなわち、導電部材１１１，１１２に被
検出電流が流れることに起因した磁界成分を精度良く検出することができる。
【００４０】
　尚、本実施形態においては、被検出体を構成する２本の導電部材１１１，１１２の断面
積をそれぞれ異なるものとすることで、２つのホール素子１２１，１２２が、被検出電流
が流れることに起因して生じる同一方向の磁気ベクトルを、異なる大きさで検出する構成
となっている。しかしながら、それ以外にも２本の導電部材１１１，１１２の構成材料を
異なるものとしても同様の効果を得ることができる。また、図５に示すように、２本の導
電部材１１３，１１４と、対応するホール素子１２１，１２２との対向距離を異なるもの
としても良い。図５は変形例を示す断面図である。尚、図５においては、同一の材料から
なる同一形状の２本の導電部材１１３，１１４を採用している。さらには、２本の導電部
材１１２，１１３の電流密度、及び、対応するホール素子１２１，１２２との対向距離の
両方を調整した構成を採用しても良い。
【００４１】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態を、図６に基づいて説明する。図６は、本実施形態に係
る電流センサユニット１００の概略構成を示す断面図である。
【００４２】
　第４の実施形態に係る電流センサユニット１００は、第３の実施形態によるものと共通
するところが多いので、以下、共通部分については詳しい説明は省略し、異なる部分を重
点的に説明する。
【００４３】
　本実施形態においては、少なくとも１つの磁電変換素子を、２本の導電部材の間の対向
領域に位置決め配置することで、各磁電変換素子が同一方向の磁気ベクトルを、異なる大
きさで検出するよう構成した点を特徴とする。
【００４４】
　具体的には、図６に示すように、被検出体として、同一の材料からなり、被検出電流が
同一方向に流れる３本の導電部材１１５～１１７を採用している。導電部材１１５，１１
６の電流密度は略同一であり、ともにプリント基板１２３の裏面側に配置されている。ま
た、導電部材１１７の電流密度は他よりも小さなものとなっており、プリント基板１２３
のホール素子実装面側に配置されている。本実施形態において、各導電部材１１５～１１
７は断面積によって電流密度が調整されている。
【００４５】
　そして、同一構成の２つのホール素子１２１，１２２のうち、一方のホール素子１２１
が、プリント基板１２３を挟んで導電部材１１５の上方に配置され、他方のホール素子１
２２が２本の導電部材１１６，１１７の間の対向領域に配置された状態となっている。尚
、導電部材１１５とホール素子１２１との対向距離と、導電部材１１６とホール素子１２
２との対向距離が略等しい状態となっている。
【００４６】
　このように構成される電流センサユニット１００において、導電部材１１５～１１７に
被検出電流が例えば図６に示す方向（紙面奥から手前）に流れると、図６に示すように、
プリント基板１２３に平行で、且つ、同一方向の磁気ベクトル（図６中の実線矢印）が各
ホール素子１２１，１２２に付与される。ここで、ホール素子１２２には、導電部材１１
６，１１７に流れる被検出電流に起因して生じる磁気ベクトル（図６中の二点鎖線矢印）
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の合成ベクトル（図６中の二点鎖線矢印間の実線矢印）が付与される。従って、各磁気ベ
クトル（図６中の実線矢印）の大きさは異なっているので、各ホール素子１２１，１２２
の出力電圧の差分をとる（減算する）ことにより、導電部材１１１，１１２に流れる被検
出電流を検出することができる。
【００４７】
　このように、本実施形態に係る電流センサユニット１００によっても、磁気収束板を必
要としないので、コストを低減することができる。また、差分をとるので、外乱磁界によ
る誤差出力を従来よりも低減することができる。すなわち、導電部材１１５～１１７に被
検出電流が流れることに起因した磁界成分を精度良く検出することができる。
【００４８】
　尚、本実施形態においては、同一方向に被検出電流が流れる２本の導電部材１１６，１
１７の間の対向領域にホール素子１２２を配置する例を示した。しかしながら、図７に示
すように、異なる（逆の）方向に被検出電流が流れる２本の導電部材１１６，１１８の間
の対向領域にホール素子１２２を配置するようにしても、上記と同様の効果を得ることが
できる。尚、図７は変形例を示す断面図であり、導電部材１１８には紙面の手前から奥側
に被検出電流が流れる。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００５０】
　本実施形態においては、電流センサユニット１００が、磁電変換素子として２つのホー
ル素子１２１，１２２を含む例を示した。しかしながら、磁電変換素子の個数は上記例に
限定されるものではない。必要に応じて３つ以上含んでも良い。
【００５１】
　また、本実施形態においては、電流センサユニット１００が、被検出体としての導電部
材を１～３本含む例を示した。しかしながら、導電部材の本数は上記例に限定されるもの
ではない。必要に応じて４本以上含んでも良い。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電流センサユニットの概略構成を示す図であり、
（ａ）は断面図、（ｂ）は磁電変換素子側から見た平面図である。
【図２】変形例を示す断面図である。
【図３】第２の実施形態に係る電流センサユニットの概略構成を示す断面図である。
【図４】第３の実施形態に係る電流センサユニットの概略構成を示す断面図である。
【図５】変形例を示す断面図である。
【図６】第４の実施形態に係る電流センサユニットの概略構成を示す断面図である。
【図７】変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１００・・・電流センサユニット（電流センサ装置）
１１０～１１８・・・導電部材（被検出体）
１２０・・・電流センサ（磁電変換部）
１２０，１２１・・・ホール素子（磁電変換素子）
１２３・・・プリント基板
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